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監修のことば

さわやか福祉財団会長

堀田　力

　新型コロナウイルスのパンデミックは、世界に未曾有の影響を及ぼした。
　我国でも、経済の低迷、格差の拡大など多くの社会問題がより顕著に現れ、
休廃業・解散した企業数も過去最多となった（東京商工リサーチ2020年調
査）。これらの諸問題は、特に社会的弱者である女性や若者たちを直撃し、
非正規雇用者の解雇、孤独・孤立の深刻化、自殺者の増加などを生み出した。
　このようなコロナ禍の中、NPOへの期待が一段と高まってきた。政府の
重点政策に “NPO等の力を借りたい” として、おおむね５年に一度改定され
る「子供・若者育成支援推進大綱」はNPO現場の声をベースに策定され、「経
済財政運営と改革の基本方針2021」での孤独・孤立対策は、政策立案時か
らNPO等と連携し官民一体で取り組むとし、ともに大きな予算ですすんで
いる。また、人生100年時代を迎え、地域共生社会を目指した「地域包括ケ
アシステム」の円滑な稼働のために、NPOへ熱い視線も注がれている。
　NPO法が施行され、既に20数年経た。NPO法人の累計認証数はここ数年
横ばいであるが、約５万のNPO法人が、全国で様々な社会ニーズに合った
事業を行い、各地で多くの成果をあげ、今やしっかりと第三セクターの地位
を確立してきている。
　21世紀は世界的にNPOの時代といわれる。我国においては、まだ発展途
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上であり、今後も “NPO活動の必要性やNPOへの期待” は続き、さらに成
長するであろう。ますます多様化・複雑化する社会に対し、国や行政の財政
は逼迫し、民間非営利組織の力が不可欠になっている。NPOは、市民ニー
ズに応えるため、行政と対等にコラボし、なくてはならない存在となってき
ている。
　現在、各所轄庁で「手引き」を作成しているが、標準的なことしか記載さ
れておらず、認証を得た後の登記や各種届出についてはほとんど触れていな
い。このため、NPO法人を立ち上げるには、あちこち調べなくてはならず、“や
やこしい” “難しい” との声がきかれる。
　そこで、本書では、NPO法人設立に必要な全ての項目（認証・登記・税務・
労働保険・社会保険まで）について、筆者が豊富な経験に基づき、実務的な
観点から具体的なノウハウやポイントをわかりやすく書いている。つまり、
全くの初心者でも、これ一冊で “自分たちでNPO法人がつくれる”、いわば
“NPO法人設立のバイブル” ということができる。
　今回の改訂では、NPO法や内閣府の手引きの改正、押印廃止などの最新
情報のほか、コロナ禍でのオンライン総会の開催や議案書のメール送信など
についても詳細に加筆した。
　社会的課題の解決に取り組もうとする志のある方々が、本書を活用し、悩
むことなく効率的にNPO法人を立ち上げ、その力を存分に発揮することに
より、実り豊かな市民社会が実現することを心から願っている。
 2021年11月
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　NPO法は、多様な市民団体に幅広く法人格を与え、その公益活動を促進

するための法人制度として立法化されました（1998年12月１日施行）。

●市民の自由な社会貢献活動を促進するための法律

　NPO法＝特定非営利活動促進法は、その第１条に明記されている通り “特

定非営利活動を行う団体” に対し、簡単・迅速に “法人格を付与すること等”

により、“市民” が行う “自由な社会貢献活動” を促進し、もって “公益の増

進に寄与すること” を目的としてつくられました。

　任意団体［注１］として活動上のさまざまな制約を受けてきたNPO［注２］の、

長年の要望や提案を受けて実現したもので、特に、1995年１月の阪神・淡

路大震災での市民団体の自発的で迅速な活動が注目され、立法化につながり

ました。

●市民団体と国会議員が一緒につくった法律

　NPO法は、各党がつくった独自の法案をもとに、練り上げられ完成した

超党派の議員立法であり、さらに各分野の市民団体と数多くの意見交換を重

ね、その意見を反映してできた極めて特筆すべき法律です。市民団体と国会

議員とが共同でつくった、画期的な法律ということができるでしょう。

　その後NPO法については数回改正されたものの、独自の大幅改正は2012

年４月、2016年６月にされ［注３］、今回2021年６月にも改正されました。

　一方、NPO法人に対する支援税制については、NPO法施行時の附帯決議

にもとづき、2001年10月に税制上の優遇措置を盛り込んだ「認定NPO法人

制度」ができました。しかし、その後何度も改正されたものの依然として認

定基準が厳しく、やっと2011年６月、2012年４月の２段階で大幅な改正が実

現しました。2020年４月からさらに税の優遇措置が拡充されています［注４］。

NPO法により

市民活動の可能性が広がった1
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　NPO法人とは、NPO法にもとづき設立される法人をいい、他の法人格と
比べ市民の自発性を活かした社会貢献型事業を行うのに優れています。

●誰でも簡単に設立できる
　NPO法人は、所轄庁の認証を得れば、誰でも簡単に設立することができ、
資本金・基金や費用も法的には必要ありません。
　認証主義とは、準則（届出）主義に近い認可主義のことであり、法律に設
立要件を明文化し、その要件に適合していれば必ず法人の設立を認めなけれ
ばならないとするものです。
　所轄庁は “手続き・書類が法定要件に適合しているか” を “確認” し、“証
明” するのみで、行政の裁量を極力排除するようにしてあります。

●市民の自発性を活かしやすい
　NPO法人には、広範な情報公開制度が設けられています［注１］。NPO法人
は、自ら情報を公開することにより市民の信頼を得て、市民により育てられ
るべきとの考え方にもとづくものです。つまり、行政の恣意的判断を排除す
る一方で、市民によるチェック、緩やかな監視あるいはそれによる法人の自
浄作用による是正などが期待されています。
　NPO法人は、どうして法人格が簡単に取得でき、行政からの関与が少な
く［注２］、運営上も緩やかで、さらに後述する「認定NPO法人」になると公
益法人並みの税制優遇を受けることが可能になったのでしょうか。
　NPO法人は、社会のあらたな担い手として大きく期待され、市民の自発
的で自由な活動を保障するために、法人運営の自主性・自律性が尊重されて
いるからです。多様化、複雑化する社会の諸問題の解決のために、市民活動
はなくてはならない位置付けになってきているのです。
　したがって、NPO法人としては、逆に自発的・自主的・自律的に非営利

誰でも簡単に設立できる
NPO法人2
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活動を行い、公益の増進に寄与する “責務” があると解釈すべきでしょう。
［注１］NPO法人の情報公開制度については、Ｐ19～20を参照して下さい。
［注２］次のような場合、所轄庁が法人監督者として対応します。

① 　法令、法令に基づく行政庁の処分又は定款（以下、‘法令等’ という）に違反する疑
いがあるとき
　→報告徴収・立入検査（NPO法41条１項）
② 　一定の法人設立要件を欠いたとき、法令等に違反したとき、運営が著しく適正を欠
いたとき
　→改善命令（NPO法42条）
③ 　改善命令に違反し他の方法で監督できないとき、事業報告書等を３年以上提出しな
かったとき、法令違反し改善命令では期待できず他の方法でも監督できないとき
　→認証取消し（NPO法43条１・２項）
　 　なお、認証取消しの場合は、当該NPO法人の請求にもとづき原則公開で「聴

ちょう

聞
もん

」（NPO
法43条３・４項）し、決定する前に関係人に対し意見を述べる機会を与えることに
なっています。
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［表４－１］ＮＰＯ法人設立認証申請の必要書類一覧

番号 難度※1 書類名 概　要 該当頁

１ □ 設立認証申請書 設立の認証を得るための申請書 P133

２ ○ 定款 法人の目的や事業、運営ルールなど
を明文化したもの

P56
～132

３ □ 役員名簿 役員の氏名・住所又は居所並びに各
役員について報酬の有無を記載した
名簿

P134

４ △ 就任承諾及び誓約書
の謄本

役員が、NPO法の役員欠格事由に
該当しないこと、役員の親族等の排
除の規定に違反していないことを誓
約し、当法人の役員になることを承
諾する書面（自筆や押印がある場合
は写し）

P135

５ △ 役員の住所又は居所
を証する書面

住民票の写し※2など P136

６ □ 社員のうち10人以
上の者の名簿

社員が10人以上いることを証明す
る名簿

P137

設立認証申請の必要書類2

　NPO法人の設立認証に必要な書類は、［表４-１］の通り11の書類です（NPO
法10条１項）。書類の大きさは、番号５を除き全て日本産業規格Ａ列４番（Ａ
４判）とします。所轄庁のHPから、これらの様式、様式例（書式）、記載
例などをダウンロードできます。
　なお、押印が廃止されるのは、内閣府の手引きでは基本的に全ての書類で
すが、所轄庁によりその書類・時期とも異なりますので、自分たちの所轄庁
に確認しましょう。
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７ □ 確認書 当法人が宗教・政治・選挙活動を目
的とする団体及び暴力団、暴力団な
どの統制の下にある団体でないこと
を確認した書面

P138

８ ○ 設立趣旨書 NPO法人化したい趣旨及び申請に
至るまでの経過を記載した書面

P139
～140

９ □ 設立についての意思
の決定を証する議事
録の謄本

設立総会の議事録の写し P141
～142

10 ○ 設立当初の事業年度
及び翌事業年度の事
業計画書

定款に定めた事業の具体的計画書
（２年度分を別用紙に作成）

P143
～144

11 ○ 設立当初の事業年度
及び翌事業年度の活
動予算書※3

事業を行い運営するための活動予算
書（２年度分を別用紙に、特定非営
利活動に係る事業以外のその他の事
業があれば別欄表示して作成）

P145
～150

※ １　○…労力がかかるもの、△…取り寄せる書類で注意を要するもの、□…簡単につくれるもの
※ ２　住民票の写しとは、コピーではなく、交付された住民票そのもの（原本）をいいます。
　　なお、住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報を利用できる場合は、住民票の写しを省略
するとしている所轄庁もあります。
※ ３　活動予算書とは、「その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類」をいいます（NPO
法10条１項８号）。
　　なお、NPOの場合、収益とは会費、寄附金、助成金等、事業収益などであり、費用とは人件費、その他経
費であり、収益－費用＝利益となります。
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●趣　旨 設立の認証を得るための申請書
●留意点 ①　本書類は、“様式” のため、所定通りに作成（所轄庁で内容が多少異なる）
 ②　通称名等を使用する場合は、正しい氏名の後に（　）で記載（以下、同じ）
 ③　所轄庁により、次の点などに相違あり

　・タイトル…特定非営利活動法人設立認証申請書（東京・神奈川・大阪等）
　・前文………異なる（神奈川・愛知・大阪等）
　・その他…… 郵便番号、FAX番号の他、名称・氏名にフリガナを記載（東京等）

特定非営利活動の種類を記載し、主なる活動分野を明示（愛知等）
レイアウトが異なり、添付書類の欄あり（大阪等）

　　　　　　　 その他の事務所を置かない場合は “なし” と記載（千葉・福岡等）

2 　設立認証申請書

通常 “○○知
事” もしくは
○○市長殿と
記載

定款と完全に
一致

その他の事務
所をもれなく
記載

代表者が複数
の場合は、全
員を記載

定款上最小行
政区画で止め
ておいた場合
でも、必ず地
番まで、省略
のない正確な
文字・表記方
法で記載

申請書の提出
日を記載

通常設立代表
者とし、その
住所・氏名を
住民票と同一
の文字・表記
方法で記載

押印廃止
所轄庁により
認印必要

連絡のとれや
すいところで
可

定款の “目的”
をそのまま転
記


